
ね ら い

概 要

支援措置

施策・事業の枠組み

以下の対象事業により、交流に必要な施設の整備やソフト事業の支援を進める。

・離島体験滞在交流促進事業

○ 事業主体 市町村

○ ながれ

国土交通省

補助申請

交 付

離島の合併関係市町村において、離島の創意工夫を生かした自立的発展を促進し、離
島での滞在や体験を通した交流人口拡大による離島地域の活性化を図る。

離島での滞在や体験を通した交流人口の拡大を図るために必要な施設の整備、ソフト
事業の実施に要する経費の補助を行う「離島体験滞在交流促進事業」について、合併関

係市町村に係る事業を優先採択する。

担当 都市・地域整備局離島振興課

離島振興特別事業

○ 申請スケジュール
６月 事業計画ヒアリング
翌年４月 内示、交付申請、交付決定
翌々年３月 実績報告、交付額決定

市町村 都道府県

補助申請

交 付


